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投
(

去
，

ムiぽ速遍

緊
能
な
人
材
の
社
外
流
出
を
防
ぐ

副
業
に
対
す
る
社
内
方
針
確
立
へ

内
閣
府
総
理
大
臣
の
諮
問
機
関
で
あ
る

規
制
改
革
推
進
会
議
が
、

第
５
次
答
申
を

公
表
し
ま
し
た
。

「
～
平
成
か
ら
令
和

ヘ

～
多
様
化
が
切
り
開
く
未
来
」
と
題
し
、

経
済
活
動
の
構
造
改
革
に
向
け
て
、

幅
広

い
分
野
に
わ
た
る
提
言
を
行
っ
て
い
ま
す
。

一雇
用
関
連
の
項
目
を
み
る
と
、

「
ジ

ョ

ブ
型
正
社
員

（勤
務
地
限
定
正
社
員
、

職

務
限
定
正
社
員
等
）
の
雇
用
ル
ー
ル
の
明

確
化
」
「
介
護
離
職
ゼ
ロ
に
向
け
た
対
策

の
強
化
」
「
年
体
の
取
得
し
や
す
さ
向
上

に
向
け
た
取
組
」
な
ど
と
並
ん
で
、

「
副

業

・
兼
業
の
促
進
」
「
テ
レ
ワ
ー
ク
の
促

進
」
と
い
っ
た
項
目
が
挙
げ
ら
れ
て
い
ま

す
。確

か
に
ダ
ブ
ル
ワ
ー
ク

（複
数
事
業
場

就
労
）
は
重
要
な
問
題
で
す
が
、

最
近
、

そ
の
取
り
上
げ
方
は
や
や
過
剰
な
印
象
も

あ
り
ま
す
。

答
申
の
中
か
ら
、

そ
の
背
景

を
探

っ
て
み
ま
し
ょ
う
。

規
制
改
革
が
必
要
な
理
由
と
し
て
、

第

１
に

「第
４
次
産
業
革
命
が
、

金
融

・
通

信

・
教
育

・
医
療

・
農
業
な
ど
に
革
新
的

な
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
も
た
ら
し
て
い
る

こ
と
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

第
４
次

産
業
革
命
と
は
、

「
モ
ノ
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
　
（
自停
き

Ｆヽ
酔
　
ｏ
　ヽ
弓
Ｆ
Ｊ
∞
の
）
」

や

「
Ａ
Ｉ

（人
工
知
能
と

に
よ
る
技
術
革
新

を
指
す
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

働
き
方

へ
の
影
響
に
つ
い
て
は
、

「
好

き
な
時
に
好
き
な
時
間
働
く
」
ス
タ
イ
ル

が
広
が
る
と
予
想
さ
れ
て
い
ま
す
。

イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
経
由
で
、

サ
ー
ビ
ス

の
利
用
者
と
提
供
者
を
素
早
く
マ
ッ
チ
ン

グ
さ
せ
る
仕
組
み

（
シ
ェ
ア
リ
ン
グ

・
エ

コ
ノ
ミ
ー
）
が
発
達
す
る
な
か
で
、

起
業

チ
ャ
ン
ス
も
広
が
っ
て
い
ま
す
。

大
手
企
業
で
は
、

副
業

・
兼
業
を
サ
ポ
ー

ト
す
る
動
き
が
顕
在
化
し
て
い
ま
す
が
、

「自
由
な
働
き
方
」
を
容
認
す
る

一
方
で
、

副
業
を

「
自
社
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
下
に
置

く
」
と
い
う
意
図
も
見
え
隠
れ
し
ま
す
。

事
業
に
将
来
性
が
あ
れ
ば
、

社
外
に
流

出

（独
立
）
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
自
社

の
業
務
に
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
さ
せ
る
方
向

で
検
討
し
ま
す
。

現
代
は
、

空
想
家
の
ア
イ
デ
ア
が

一
夜

で

「
大
化
け
」
す
る
時
代
で
す
。
自
社
内

の

「
異
能
人
材
」
の
掘
り
起
こ
し
と
い
う

意
味
も
込
め
、

副
業
に
対
し
て
ど
の
よ
う

な
姿
勢
で
臨
む
の
か
、

経
営
者
と
し
て
思

い
を
巡
ら
し
て
み
る
の
も
悪
い
こ
と
で
は

な
い
で
し
ょ
う
。
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派遣と同一賃金

車鰯
一潮
髪
縄
既
な

目

目

目

囲

改
正
派
遣
法
の
施
行
は
、
２
０
２
０

年
４
月
１
日
で
す
。

パ
ー
ト

・
有
期
雇

用
労
働
法
の
よ
う
な

「中
小
を
対
象
と

す
る
猶
予
措
置
」
は
設
け
ら
れ
て
い
ま

せ
ん
。

パ
ー
ト
・
有
期
一雇
用
労
働
者
の
場
合
、

自
社
で
雇
用
す
る

「正
社
員

（通
常
の

労
働
者
ご

と
比
較
し
て
、

均
衡

・
均

等
待
通
が
実
現
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
、

判
断
し
ま
す
。

一
方
、

派
遣
労
働
者
に
つ
い
て
は
、

「派
遣
先
の
正
社
員

（通
常
の
労
働
者
ご

が
比
較
対
象
と
な
り
ま
す
。

派
遣
法
に
も
、

新
た
に

「
（派
遣
先

の
）
正
社
員
と
同
視
す
べ
き
派
遣
労
働

者
に
関
す
る
不
利
益
取
扱
い
」
に
関
す

「同

一
労
働
同

一
賃
金
」
に
関
し
て
は
、

派
遣
法
も
改
正
さ
れ
ま
し
た
。

均
衡

・
均

等
の
実
現
を
図
る
の
は

「派
遣
元
」
事
業

主
で
す
が
、

改
正
法
の
影
響
で

「派
遣
労

働
者
の
賃
金
が
ア
ッ
プ
し
、

派
遣
料
金
に

影
響
が
出
る
」
可
能
性
を
否
定
で
き
ま
せ

ん
。

派
遣
労
働
者
の
待
遇
改
善
に
向
け
、

ど
の
よ
う
な
ル
ー
ル
が
定
め
ら
れ
た
の
か
、

確
認
し
ま
し
ょ
う
。

る
禁
止
規
定
が
設
け
ら
れ
ま
し
た

（第

３０
条
の
３
第
２
項
）
。
し
か
し
、
こ
れ

は
レ
ア
・
ケ
ー
ス
な
の
で
、

普
通
の
均

こ
れ
は
、

文
字
ど
お
り
、
派
遣
先
の

労
働
者
を
対
象
と
し
て
、

基
本
給

・
賞

与
そ
の
他
の
待
遇
に
つ
い
て
比
較
を
行

い
、

不
合
理
な
格
差
が
あ
れ
ば
是
正
す

る
と
い
う
方
式
で
す
。

た
だ
し
、
こ
の
や
り
方
は
派
遣
先
が

変
わ
る
ご
と
に
、

賃
金
の
再
調
整
が
必

要
に
な
る
の
で
、

な
か
な
か
大
変
そ
う

で
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
．

②
労
使
協
定
に
基
づ
く

一
碇
水
準
を
満

た
す
待
遇
決
定
に
よ
る
待
遇
改
善

派
遣
先
労
働
者
と
の
直
賛
比
較
は
難

し
い
と
い
う
場
合
、

労
使
協
定
の
締
結

“工
　
職
務
内
容
、

成
果
、

意
欲
、

能
力
、

経
験
等
に
向
上
が
あ
っ
た
と
き
は

賃
金
が
改
善
さ
れ
る

「
ｉ
」
の
平
均
的
な
賃
金
に
つ
い
て

は
、

「派
遣
先
の
事
業
所
の
所
在
地
を

含
む
地
域
に
お
い
て
派
遣
労
働
者
が
従

事
す
る
業
務
と
彫
様
の
業
務
に
従
事
す

る
一
般
労
働
者
で
あ
っ
て
、

派
遣
労
働

者
と
同
程
度
の
能
力

・
経
験
を
有
す
る

者
の
平
均
」
と
規
定
さ
れ
て
い
ま
す

（派
遣
則
第
２５
条
の
９
）。

具
体
的
に
は
、

厚
労
省
の
賃
金
構
造

統
計
調
査
や
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
の
賃
金
情

報
等
を
基
に
、

職
種

・
勤
続
年
数

・
地

域

（
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
の
管
轄
地
域
）
別

等
の
賃
金
水
準
を
示
す
予
定
と
な
っ
て

い
ま
す
。

結
果
と
し
て
、

み
な
さ
ん
の
会
社
が

所
在
す
る
地
域
ご
と
に
、

人
材
派
遣
会

社

（派
遣
元
）
が
提
示
す
る
派
遣
料
金

が
横
並
び
で
若
干
ア
ッ
プ
す
る
こ
と
も

予
想
さ
れ
ま
す
。

料
金
以
外
に
、
ど
の

よ
う
な
レ
ベ
ル
の
人
材
を
登
録
し
て
い

る
の
か
、

派
遣
の
競
争
は
、

「料
金
か

ら
人
材
の
質
」
に
ウ
エ
ー
ト
が
変
化
す

る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

料
金
ア
ッ
プ
の
可
能
性
も

派
遣
元
も
情
報
提
供
義
務

衡
取
扱
い
に
つ
い
て
、

そ
の
内
容
を
み

て
み
ま
し
ょ
う

（同
条
第
１
項
）。

均
衡
が
達
成
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か

を
派
遣
元
が
確
認
す
る
方
法
は
、

選
択

制
と
な
っ
て
い
ま
す
。

を
条
件
と
し
て
、

異
な
る
方
法
を
と
る

こ
と
も
で
き
ま
す
。

基
本
的
・に
は
、

次

の
条
件
を
満
た
せ
ば
、

「均
衡
が
達
成

さ
れ
て
い
る
と
み
な
さ
れ
」
ま
す
。

・１
　
派
遣
労
働
者
と
同
種
の
業
務
に
従

事
す
る

一
般
労
働
者
の
平
均
的
な


